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群 馬 漁 業 協 同 組 合 遊 漁 規 則

（共第３号及び共第９号第五種共同漁業権）

（目 的）

第一条 この規則は、群馬漁業協同組合（以下「組合」という。）が免許を受けた共第

３号及び共第９号第五種共同漁業権に係る漁場（以下「漁場」という。）の区域にお

いて、組合員以外の者のする当該漁業権の対象となっている水産動物（アユ、マス (

ヤマメ、イワナを含む。以下同じ。 )、 コイ、フナ、ウグイ、オイカワ、ウナギ、ド

ジョウ、ワカサギをいう。）の採捕（以下「遊漁」という。）についての制限に関し

必要な事項を定めるものとする。

（遊漁の承認及び遊漁料の納付義務）

第二条 漁場の区域内において遊漁をしようとする者は、予め、組合に申請してその承

認を受けなければならない。ただし、未就学の幼児及び小学生が行う遊漁については

この限りでない。

２ 前項の規定による申請は、期間１日の遊漁の場合は口頭で、期間１年の場合は遊漁

対象水産動物、漁具、漁法、遊漁期間を記載した遊漁承認申請書を提出して、しなけ

ればならない。

３ 組合は、第一項の規定による申請があったときは、期間１日の遊漁の場合には第十

二条に規定する場合を除き、期間１年の遊漁の場合には当該遊漁の承認により当該水

産動物の保護培養もしくは組合員もしくは他の遊漁者（第一項の承認を受けた者をい

う。以下同じ。）の行う水産動物の採捕に著しい支障があると認められる場合又は第

十二条に規定する場合を除き、第一項の承認をするものとする。

ただし、筌を使用して行う遊漁の申請者は、当該年度において他の漁具漁法による

期間１年の遊漁の承認を受けた者でなければならない。

４ 第一項の承認を受けたものは、直ちに、第七条第一項あるいは同条第二項の遊漁料

を同条第三項の方法により組合に納付しなければならない。

（遊漁期間）

第三条 次の表のア欄に掲げる水産動物を対象とする遊漁は、それぞれイ欄に掲げる区

域においてウ欄に掲げる期間内でなければならない。

ア 水産動物 イ 区 域 ウ 期 間

阪東橋下流端から 組合が定める日時から

ア ユ 福島橋下流端の利 １２月３１日まで

根川本支流

高津戸ダムから 組合が定める日時から

上流の渡良瀬川 １２月３１日まで

本支流

ヤ マ メ 漁場全域 ３月１日から９月２０日まで

サクラマス 漁場全域 ３月１日から９月２０日まで

（降海した後にさく

河したものに限る。

以下同じ。）

イ ワ ナ 漁場全域 ３月１日から９月２０日まで
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マ ス 漁場全域 １月１日から１２月３１日まで

（ヤマメ、サクラマ

ス、イワナを除く。

以下同じ。）

コ イ 漁場全域 １月１日から１２月３１日まで

フ ナ 漁場全域 １月１日から１２月３１日まで

ウ グ イ 漁場全域 １月１日から１２月３１日まで

オイカワ 漁場全域 １月１日から１２月３１日まで

ウ ナ ギ 漁場全域 １月１日から１２月３１日まで

ドジョウ 漁場全域 １月１日から１２月３１日まで

ワカサギ 草 木 湖 １０月１日から３月１９日まで

２ 前項の組合が定める日時は、組合の掲示場に掲示し、且つ必要あるときは上毛新聞

に掲載して公表するものとする。

（漁具漁法の制限）

第四条 遊漁に用いる漁具漁法は、徒手採捕及び次の表の左欄に掲げるものとし、その

規模はそれぞれ右欄に掲げる範囲でなければならない。

漁具漁法 規 模

手 釣 １人につき１本

竿 釣 １人につき２本

疑似おとり使用の友釣の場合、ハリスの長さは

疑似おとり後端から２０ｃｍ

投 網 １人につき１統・網目１５ｃｍにつき１３節

やす漁法との併用は不可

す く い 網 １人につき１統・口径１００ｃｍ以内

筌 １人につき５０統

筌の口径１５ｃｍ以内・長さ１００ｃｍ以内

置 針 １人につき５０本

や す １人につき１本
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２ 前項の規定にかかわらず、次の表のア欄に掲げる漁具漁法はイ欄の水産動物をウ欄

の区域においてエ欄の期間中遊漁をしてはならない。

ア 漁具漁法 イ水産動物 ウ 区 域 エ 期 間

オ ラ ン ダ 釣 全 魚 種 利根川本支流 １月１日から

バタバタ掛釣 高津戸ダムから上流の渡良瀬 ９月４日まで

川本支流

疑似おとり使 ア ユ 利根川本支流 高津戸ダムか １月１日から

用の友釣 ら上流の渡良瀬川本支流 ９月４日まで

毛 針 釣 全 魚 種 利根川左岸の前橋市川原町地 ４月２１日から

（フライ釣を 先の「阪東漁業特別優待者」と ９月２０日

除く） 表記した白柱と右岸の北群馬郡 正午まで

吉岡村漆原地先の「阪東漁業特

別優待者」と表記した白柱を結

ぶ線から大渡橋下流端までの利

根川（以下「友釣専用区」とい

う。）

大正橋上流端から石関橋下流

端までの桃木川

毛 針 釣 全 魚 種 高津戸ダムから上流の渡良瀬川 ４月１日から第三

（フライ釣を 本支流 条一項で組合が定

除く） める日時まで

ど ぶ 釣 ア ユ 高津戸ダムから上流の渡良瀬 ４月１６日から

川本支流 ７月３１日まで

こ ろ が し 全 魚 種 友釣専用区 １１月１日から翌

年９月２０日まで

大正橋上流端から石関橋下流 １月１日から

端までの桃木川 １２月３１日まで

渡良瀬川本支流

ア ユ 昭和大橋から福島橋下流端ま １１月１日から

での利根川 翌年８月９日まで

坂東橋下流端から昭和大橋ま １１月１日から

での利根川 (友釣専用区を除く ) 翌年組合が定める

日まで
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投 網 全 魚 種 大川橋（大胡町上町地先）下 １月１日から

流端から上流の荒砥川 １２月３１日まで

藤山堰、長磯堰、兵藤堰、笂

井堰及び養庵堰の各堰堤の堰堤

上流 200mから堰堤下流 100mの間

の桃木川

赤岩橋から上流の渡良瀬川本

支流

赤岩橋から下流の渡良瀬川本 １月１日から

支流 ９月第２日曜日正

午まで

友釣専用区 １１月１日から

幸塚大橋上流端から石関橋下 翌年９月１５日

流端までの桃木川 まで

漁場全域 減水及び増濁水時

組合が定めるコイ放流区域 コイ放流日から

３日間

利根橋から福島橋下流端まで １１月１日から

の利根川 翌年７月３１日

まで

坂東橋下流端から利根橋まで １１月１日から

の利根川 組合が定める日時

まで

す く い 網 全 魚 種 漁場全域 減水及び増濁水時

組合が定めるコイ放流区域 コイ放流日から

３日間

筌 全 魚 種 利根川本流 １月１日から

渡良瀬川本支流 １２月３１日まで

ウ ナ ギ 上記以外の漁場 １１月１日から

ド ジ ョ ウ ３月３１日まで

置 針 同 上 漁場全域 １１月１日から翌

年５月３１日まで

や す 全 魚 種 渡良瀬川本支流 １月１日から

１２月３１日まで

３ 前各項の制限の他、組合は漁具漁法、区域、期間を定め遊漁を制限することがある。

４ 第二項のコイ放流区域、放流日および前項の制限は、あらかじめ組合の掲示板に掲

示するほか組合広報に掲載して公表するものとする。
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（禁止区域等）

第五条 前条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる区域においては、それぞれ右

欄の期間中遊漁をしてはならない。

区 域 期 間

前橋市大手町三丁目１５番４０号県営発電 １月１日から１２月３１日まで

所下流から利根川本流合流点までの放水路

太田頭首工上流端の上流１００ｍから同頭 １月１日から１２月３１日まで

首工上流端の下流２００ｍまでの渡良瀬川

赤岩橋から上流の渡良瀬川支流 ９月２１日から翌年２月末日まで

高津戸ダム堰堤上流１ kmから堰堤下流 １月１日から１２月３１日まで

２００ｍのハネタキ橋下流端の禁漁区指定板

までの渡良瀬川

東京電力水沼堰上流端の上流２００ｍから １月１日から１２月３１日まで

同堰上流端の下流２００ｍまでの渡良瀬川

前橋市市之関町地先の荒砥川、大穴川合流 ９月２１日から翌年２月末日まで

点から上流の荒砥川本支流

前橋市馬場町と粕川町室沢の境界線と県主 ９月２１日から翌年２月末日まで

要道路大間々宮城線の交わる粕川にかかる協

和橋より上流の粕川本支流

２ 前条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる区域においては、全魚種について

右欄の期間中遊漁をしてはならない。

ただし、第二条に定める遊漁の承認を受けた者が、当該区域において組合が別に定

める方法により再放流を前提に採捕する場合はこの限りではない。

区 域 期 間

ハネタキ橋下流端の禁漁区指定板から １月１日から

山田川合流の下流の指定板までの渡良瀬川 １２月３１日まで

３ 組合が別に定める方法は組合の掲示場に掲示する他、組合広報等に掲載して周知す

るものとする。
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（全長の制限）

第六条 次の表の左欄に掲げる水産動物は、それぞれ右欄に掲げる全長のものを採捕し

てはならない。

水産動物 全 長

マ ス 15cm以下

ヤ マ メ 15cm以下

サクラマス 15cm以下

イ ワ ナ 15cm以下

コ イ 15cm以下

ウ グ イ 8cm以下

オイカワ 5cm以下

ウ ナ ギ 30cm以下

（採捕尾数の制限）

第六条の２ 次の表の左欄に掲げる魚種は右欄に掲げる尾数を超えて採捕してはならな

い。

魚 種 採捕尾数制限

ヤ マ メ

サクラマス １日２０尾

イ ワ ナ （左欄の魚種を合算したもの）

（遊漁料の額及び納付の方法）

第七条 遊漁をする場合の遊漁料について、別表１の遊漁証取扱所において納付すると

きは次の表のとおりとする。ただし、期間１年の遊漁料は１月１日から４月３０日ま

でに納付するものとし、それ以外の期間に納付するときは、次の表の遊漁料に５００

円を加算した額とする。また、期間１日の遊漁料について第三項ただし書きに規定す

る方法により納付するときは、次の表の遊漁料に全魚種の場合は１ ,０００円、アユを

除く魚種の場合は７００円を加算した額（以下「現場加算金」という。）とする。
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遊漁対象水産動物 漁具・漁法 期 間 遊 漁 料 の 額

徒 手 採 捕 １ 日 ２ ,０００円

手釣・竿釣

置針・やす １ 年 ９ ,４５０円

全 魚 種

同 上 １ 日 ４ ,０００円

投 網

す く い 網 １ 年 １２ ,３９０円

アユを除く魚種 徒 手 採 捕 １ 日 １ ,５００円

手釣・竿釣

置針・やす １ 年 ６ ,３００円

アユを除く魚種 筌 １ 年 １０ ,５００円

２ 次の表の左欄に掲げる者の遊漁料は前項の規定にかかわらず次の表の相当欄のとお

りとする。

遊漁者の種類 遊漁対象水産動物 漁具漁法 期 間 遊 漁 料

徒 手 採 捕

中 学 生 アユを除く魚種 手釣・竿釣 １ 年 ３００円

置針・やす

中 高 生 全 魚 種 同 上 １ 年 ４,７２５円

高校生及び

身体障害者

県内居住者で アユを除く魚種 同 上 １ 年 ３,１５０円

手帳 (４級以

上 ) 所有者

身体障害者

県内居住者で 全 魚 種 同 上 １ 年 ４,７２５円

手帳 (４級以

上 ) 所有者

３ 遊漁料の納付は、別表の遊漁証取扱所においてしなければならない。ただし、期間

１日の遊漁の場合は、当該遊漁をする場所において漁場監視員に納付することができ

る。

（特設釣り場）

第八条 組合は１０月１日から１２月末日までの期間内において組合が別に定める期間、

次の区域を特設釣り場と定め、その区域にニジマスの濃密放流を行うものとする。

坂東橋下流端から中央大橋下流端までの区域

２ 前項の期間及び区域で遊漁をしようとする者は、前条各項の規定にかかわらず、次

の表の特釣遊漁料を別表２の特設釣り場遊漁証取扱所において納付するものとする。

３ 第１項の期間及び区域で遊漁しようとする者は、１日２０尾を超えてニジマスを採

捕してはならない。
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漁 法 入 漁 時 間 区 分 料 金 現場加算金 魚 種

群馬漁協が発

１ 日 行する期間１ １，５００円

午前８時から 年の入漁証所

竿 釣 午後５時まで 有者

(1人につき1本)

上記以外の者 ３，０００円 １，０００ ニジマス

円

群馬漁協が発

半 日 行する期間１ １，０００円

正午から 年の入漁証所

午後５時まで 有者

上記以外の者 ２，０００円

（遊漁承認証に関する事項）

第九条 組合は第二条第一項の承認をしたときは、組合が定める遊漁承認証（以下「遊

漁証」という。）を遊漁者に交付するものとする。

２ 遊漁証は他人に貸与してはならない。

（遊漁に際し守るべき事項）

第十条 遊漁者は、遊漁をする場合には、遊漁証を携帯し、漁場監視員の要求があった

ときは、これを提示しなければならない。

２ 遊漁者は、遊漁に際しては、漁場監視員の指示に従わなければならない。

３ 遊漁者は、遊漁に際しては、相互に適当な距離を保ち、他の者の迷惑となる行為を

してはならない。

４ 遊漁者は、漁場の底を撹はんしてはならない。

（漁場監視員）

第十一条 漁場監視員は、この規則の励行に関して必要な指示を行うことがある。

２ 漁場監視員は、組合が定める漁場監視員証を携帯し、かつ、漁場監視員であること

を表示する腕章をつけるものとする。

（違反者に対する措置）

第十二条 組合は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直ちにその者に遊漁の中止を

命じ、又は以後のその者の遊漁を拒絶することがある。この場合、遊漁者が既に納付

した遊漁料の払い戻しはしないものとする。

○平成２４年２月２０日群馬県知事認可 群馬県指令蚕園第２０１－４号

◆◆◆注意事項◆◆◆

遊漁者がこの遊漁規則に違反し、漁場監視員の指導に従わない場合は、漁業法

第１４３条に規定する漁業権侵害事例として警察に通報し、取締り協力を求める

ものとする。

◆◆◆注意事項◆◆◆
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別 表１ 遊漁証取扱所

NO 名 称 所 在 地 電話番号

1 組合事務所 前橋市大手町２－７－１０ 027(221)6712

2 釣り具 天狗屋 前橋市西片貝町４－１６－２６ 027(224)6334

3 金木屋釣具店 前橋市住吉町１－６－９ 027(233)7643

4 諸橋釣具店 前橋市若宮町１－１０－７ 027(234)3635

5 フィッシング・ドヒ 前橋市上小出町２－３－１６ 027(231)9625

6 上州屋前橋店 前橋市三俣町１－４３－１ 027(221)9731

7 タックル 前橋市城東町２－１１－１０ 027(233)8381

8 ﾌｨｯｼﾝｸﾞｼｮｯﾌﾟさとう 前橋市小相木町２８０－１ 027(251)1057

9 横田屋釣り具店 前橋市下石倉町６－１７ 027(253)1200

10 市村釣り具店 前橋市石倉町１－５－１０ 027(251)1359

11 観商園釣り具店 前橋市広瀬町３－１２－１ 027(266)1757

12 大島進一 前橋市上泉町１２１１ 027(234)4163

13 宮崎幸一 前橋市橳島町１１２ 027(265)0890

14 古澤忠治 前橋市鶴光路町２８０－１ 027(265)0694

15 須藤春男 前橋市小屋原町７６８ 027(266)0447

16 角田昇 前橋市大胡町３０６－２ 027(283)2914

17 岸巌 前橋市関根町６０５－８ 027(232)4916

18 近藤延治 前橋市前箱田町９２－７ 027(253)3385

19 きくや釣り具店 高崎市上滝町１０７２－４ 027(352)3402

20 青木釣り具店 みどり市大間々町大間々９６２ 0277(72)2568

21 釣り具のスズキ みどり市大間々町大間々１３１４ 0277(72)1336

22 飯塚釣り具店 みどり市大間々町大間々９９１ 0277(72)3621

23 赤石勇三 桐生市新里町新川３７１４ 0277(74)1208

24 ｾｰﾌﾞｵﾝ黒保根店 桐生市黒保根町下田沢７７－３ 0277(96)3900

25 クワ釣具店 みどり市笠懸町阿左美１７８－１０ 0277(77)1229
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26 渡辺釣具店 みどり市笠懸町阿左美３１７１－１ 0277(76)8501

27 新井商事花輪給油所 みどり市東町萩原１４５ 0277(97)2519

28 秋山一郎 渋川市北橘町下箱田３８１ 0279(52)2023

29 キャスト飯島書店 前橋市大胡町７５ 027(283)6318

30 ｾ-ﾌﾞｵﾝ北橘下箱田店 渋川市北橘町下箱田６２６－２８ 027-234-5395

31 セブンイレブン 渋川市北橘町下箱田６２５ 027(231)8589

群馬板東橋店

32 セブンイレブン みどり市大間々町桐原９８９－１ 0277(73)7454

大間々北店

33 ｾ-ﾌﾞｵﾝ総社町店 前橋市総社町総社１１００－１ 027(253)9735

別 表２ 特設釣り場遊漁証取扱所

NO 名 称 所 在 地 電話番号

1 特設管理事務所 前橋市敷島町地先

2 〃 前橋市総社町地先


